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◆審査会の内容 下野市情報公開条例及び下野市個人情報保護条例の規定により市長等から諮問された事項につ
いて調査・審議をします。

◆委員の任期 3年（ただし、平成21年3月31日まで）
◆会議開催回数 年2～3回程度（予定）
◆報　　　　酬 日額8,000円（ただし、委員長は9,000円）
◆応 募 資 格 ①下野市に住所を有し、平成18年4月1日現在で20歳以上の方

②下野市で設置する他の審議会等の委員でないこと。
③開催される会議に出席できること。
④下野市議会議員及び下野市の職員でないこと。

◆募 集 人 数 4名
◆応 募 方 法 企画財政課で配付している応募用紙、もしくは市ホームページから応募用紙を取得していただ

き、必要事項を記入のうえ企画財政課情報統計係まで郵送、FAX、電子メール又は直接お持ち
ください。なお、応募用紙は返却いたしません。

◆応 募 期 間 4月3日（月）から20日（木）午後5時まで（必着）。（ただし、郵送による場合は当日消印有効。
企画財政課窓口受付は土･日を除く午前8時30分から午後5時まで）

◆選考結果等 応募者多数の場合は抽選とし、選考の結果は応募者全員に通知いたします。
◆応募･問い合わせ先 〒329-0492 下野市小金井1127 下野市役所

企画財政課　情報統計係　140-5552 FAX40-5572
Mail: kikakuzaisei@city.shimotsuke.lg.jp

下野市情報公開等審査会委員を公募します

今日の環境問題は、地球温暖化などに見られる地球規模の問題を初めとし、従来の都市化に伴う生活型公害に
加え、日常の廃棄物の量の増加や、それに伴う不法投棄などのごみ問題、犬のフンの不始末や鳴き声といった日
常生活に身近な問題等が加わり、複雑多様化しています。
下野市では、環境にやさしく、良好な生活環境を目指すため、環境美化推進委員会を設置することになりまし

た。今後の施策に市民の皆さんのご意見を反映させていただくため、下野市環境美化推進委員会の委員を公募し
ます。

◆委員の任期 2年（ただし、平成20年3月31日まで）
◆応 募 資 格 ①環境問題に関心のある方

②市内に居住する20歳以上の方（平成18年4月1日現在）
③平日の会議に出席できる方（年間3～4回予定）

◆募 集 人 数 6名（原則、旧3町の区域ごとに2名とします。）
◆応 募 方 法 所定の応募用紙に住所､氏名、年齢、性別、職業及び電話番号と応募にあたっての動機を記入

し、直接ご持参いただくか、郵送又はメールで。応募用紙は、環境課窓口で配付するほか、市
ホームページからも取得できます。なお、応募用紙は返却いたしません。

◆応 募 期 間 4月10日（月）から25日（火）までの期間、受付をします（ただし、土・日は除く）。受付時間
は午前8時30分から午後5時までです。郵送、FAX、メールの場合は25日の消印又は着信を有効
とさせていただきます。

◆選考結果等 地域性を考慮し、市内全域から選考します。選考結果は、5月中旬に応募者ご本人宛に通知さ
せていただきます。

◆そ　の　他 本委員会には公募委員の他、行政、議会、元保健委員、自治会代表、農業、商工業、生活関係
の各種団体の代表者を委員に予定しています。

◆応募･問い合わせ先 〒329-0492 下野市小金井1127 下野市役所
環境課　環境政策係　140-5559 FAX 40-5572
Mail: kankyou@city.shimotsuke.lg.jp

下野市情報公開等審査会委員を公募します

下野市環境美化推進委員会委員を公募します下野市環境美化推進委員会委員を公募します




